
【証券化支援勘定】

（単位：円）

現金預け金 374,920,757,786 借入金 53,250,000,000

現金 600,845 民間借入金 53,250,000,000

預け金 354,989,745,454 他勘定借入金 214,178,489,602

代理店預託金 19,930,411,487 他勘定長期借入金 214,178,489,602

金銭の信託 47,499,872,099 債券 18,204,639,134,111

有価証券 691,943,260,363 政府保証債券 460,000,000,000

国債 85,401,864,618 貸付債権担保債券 14,479,426,600,203

地方債 101,402,819,129 一般担保債券 2,674,153,210,590

政府保証債 10,979,502,717 住宅宅地債券 590,568,042,621

社債 104,159,073,899 債券発行差額（△） 491,280,697

譲渡性預金 390,000,000,000 預り補助金等　 　   　 　　　　　 　（注） 64,953,661,982

買取債権 18,778,481,152,531 預り住宅金融円滑化緊急対策費補助金　　 （注） 41,236,816,483

その他資産 20,252,342,349 預り優良住宅整備促進事業等補助金　　　 （注） 23,716,223,738

未収収益 12,732,816,085 預り災害復興住宅融資等緊急対策費補助金 （注） 621,761

繰延金融派生商品損失 6,168,835,270 その他負債 135,072,729,947

未収保険料 10,846,416 未払費用 11,671,048,934

その他の資産 999,335,610 繰延金融派生商品利益 1,194,263,829

他勘定未収金 340,508,968 未払買取代金 117,870,330,000

有形固定資産 24,537,666,328 その他の負債 4,194,769,389

建物 17,569,648,920 他勘定未払金 142,317,795

減価償却累計額（△） △ 7,934,286,919 賞与引当金 371,727,535

土地 12,869,300,000 退職給付引当金 5,738,045,735

建設仮勘定 1,726,481,043 保証債務 1,532,330,070,430

その他の有形固定資産 1,063,869,169

減価償却累計額（△） △ 757,345,885

無形固定資産 4,148,354,973 20,210,533,859,342

ソフトウェア 4,148,354,973

保証債務見返 1,532,330,070,430

貸倒引当金（△） △ 78,355,285,259 資本金 524,977,420,000

政府出資金 524,977,420,000

資本剰余金 141,683,737

資本剰余金 △ 2,857,076,704

その他行政コスト累計額　　　　　（注） 2,998,760,441

除売却差額相当累計額　　　　　（注） 2,998,760,441

利益剰余金 660,105,228,521

前中期目標期間繰越積立金     　 （注） 22,013,719,511

機構法第18条第２項積立金     　 （注） 465,962,378,343

積立金　    　　    　　　　　  （注） 84,073,571,280

当期未処分利益 88,055,559,387

（うち当期総利益） (88,055,559,387)    

1,185,224,332,258

21,395,758,191,600 21,395,758,191,600

※貸借対照表注記

1.　（注）は、独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目です。

2.　その他行政コスト累計額は、主に不要財産に係る国庫納付を行うにあたり、必要な債券を売却したことにより計上しているものです。当事業年度において国等から

　の出資を財源に取得した資産に該当するものはありません。

貸　借　対　照　表
（令和５年３月31日現在）

科　　目 金　　額 科　　目 金　　額

（資産の部） （負債の部）

資産の部合計 負債の部及び純資産の部合計

純資産の部合計

（純資産の部）

負債の部合計
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（単位：円）

 

　　 資金調達費用 118,384,787,666

保険引受費用 1,519,956,340

役務取引等費用 17,283,112,950

その他業務費用 6,522,232,078

営業経費 14,379,784,047

その他経常費用 36,462,300,891

　　損益計算書上の費用合計 194,552,173,972

　　その他行政コスト合計 0

194,552,173,972

※ 行政コスト計算書注記

１．独立行政法人の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコスト

　行政コスト　　　　　　　　　　　 194,552,173,972

　自己収入等　　　　　　　　　　 △ 241,821,475,408

　法人税等及び国庫納付額　　　　　 △ 431,505

　機会費用　　　　　　　　　　　　　 1,686,270,214

　独立行政法人の業務運営に関して

　国民の負担に帰せられるコスト　　 △ 45,583,462,727

２．機会費用の計上方法

（1）政府出資又は地方公共団体出資等から生ずる機会費用については、10年利付国債の令和５年３月末時点の利回りを参考

　に0.320％で計算しています。

（2）国又は地方公共団体との人事交流による出向職員から生ずる機会費用については、当該職員が国又は地方公共団体に復

　帰後退職する際に支払われる退職金のうち、独立行政法人での勤務期間に対応する部分について、給与規則に定める退職

　給付支払基準等を参考に計算しています。

行政コスト計算書
（令和４年４月１日から令和５年３月31日まで）

【証券化支援勘定】

Ⅲ　行政コスト

Ⅰ　損益計算書上の費用

Ⅱ　その他行政コスト
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【証券化支援勘定】

（単位：円）

経常収益 281,287,734,371

資金運用収益 240,992,476,715

買取債権利息 238,101,006,229

有価証券利息配当金 2,888,733,557

預け金利息 2,736,929

保険引受収益 136,767,347

正味収入保険料 136,767,347

役務取引等収益 145,565,054

保証料 145,565,054

補助金等収益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注） 39,466,258,963

住宅金融円滑化緊急対策費補助金収益　　　　　　　　（注） 4,878,100,229

優良住宅整備促進事業等補助金収益　　　　　　　　  （注） 34,571,838,734

住宅市場整備推進等事業費補助金収益　　　　　　　　（注） 16,320,000

その他業務収益 40,333,664

委託解除手数料 40,333,664

その他経常収益 506,332,628

償却債権取立益 112,597,258

その他の経常収益 393,735,370

経常費用 194,552,173,972

資金調達費用 118,384,787,666

借入金利息 118,668,714

債券利息 113,957,639,289

その他の支払利息 387,192,694

他勘定借入金利息 3,921,286,969

保険引受費用 1,519,956,340

正味支払保険金 189,410,956

正味保険料支払調整金 1,330,545,384

役務取引等費用 17,283,112,950

役務費用 17,283,112,950

その他業務費用 6,522,232,078

債券発行費償却 5,432,626,515

金融派生商品費用 947,287,768

その他の業務費用 142,317,795

営業経費 14,379,784,047

営業経費 14,379,784,047

その他経常費用 36,462,300,891

貸倒引当金繰入額 7,815,021,124

勘定間異動に伴う退職給付引当金繰入額 235,851,139

その他の経常費用 28,411,428,628

経常利益 86,735,560,399

当期純利益 86,735,560,399

前中期目標期間繰越積立金取崩額　　　　　　　　　　　　（注） 1,319,998,988

当期総利益 88,055,559,387

※損益計算書注記

　（注）は、独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目です。

科　　目 金　　額

損　益　計　算　書
（令和４年４月１日から令和５年３月31日まで）
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【証券化支援勘定】 （単位：円）

資本剰余金

国庫納付差額
除売却差額相当
累計額（-）

うち当期総利益

当期首残高 529,477,420,000 529,477,420,000 △ 2,857,076,704 2,998,760,441 141,683,737 23,333,718,499 - 465,962,378,343 84,073,571,280 - 573,369,668,122 1,102,988,771,859

Ⅰ 資本金の当期変動額
不要財産に係る国庫納付等による減資 △ 4,500,000,000 △ 4,500,000,000 △ 4,500,000,000

Ⅱ 資本剰余金の当期変動額
Ⅲ 利益剰余金の当期変動額（純額）
（1）利益の処分又は損失の処理

利益処分による積立て 84,073,571,280 △ 84,073,571,280 - -

国庫納付金の納付 - -

（2）その他
当期純利益 86,735,560,399 86,735,560,399 86,735,560,399 86,735,560,399

前中期目標期間繰越積立金取崩額 △ 1,319,998,988 1,319,998,988 1,319,998,988 -                      -                    

当期変動額合計 △ 4,500,000,000 △ 4,500,000,000 -                  -                -                △ 1,319,998,988 84,073,571,280 - 3,981,988,107 88,055,559,387 86,735,560,399 82,235,560,399

当期末残高 524,977,420,000 524,977,420,000 △ 2,857,076,704 2,998,760,441 141,683,737 22,013,719,511 84,073,571,280 465,962,378,343 88,055,559,387 88,055,559,387 660,105,228,521 1,185,224,332,258

政府出資金 資本金合計

その他行政コス
ト累計額

純資産変動計算書
（令和４年４月１日から令和５年３月31日まで）

Ⅰ 資本金 Ⅱ 資本剰余金 Ⅲ 利益剰余金

当期未処分利益

利益剰余金
合計

資本剰余金
合計

前中期目標期間
繰越積立金

積立金（通則法第
44条第１項積立

金）

機構法第18条第２
項積立金

純資産合計
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【証券化支援勘定】

（単位：円）

Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー

買取債権の取得による支出 △ 1,551,646,560,000

人件費支出 △ 5,928,599,150

保険金支出 △ 189,410,956

その他業務支出 △ 52,161,947,125

買取債権の回収による収入 1,258,341,880,301

買取債権利息の受取額 237,729,550,163

保険料収入 138,150,031

その他業務収入 731,911,295

国庫補助金収入 26,993,320,000

国庫補助金の精算による返還金の支出 △ 8,992,708,663

小計 △ 94,984,414,104

利息及び配当金の受取額 3,489,862,018

利息の支払額 △ 119,145,579,761

△ 210,640,131,847

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券（債券）の取得による支出 △ 54,821,247,500

有価証券（債券）の償還による収入 66,986,000,000

有価証券（譲渡性預金）の純増減額（減少：△） △ 390,000,000,000

有形固定資産の取得による支出 △ 1,544,404,191

無形固定資産の取得による支出 △ 1,716,182,086

金銭の信託の減少による収入 16,416,656,797

その他支出 △ 136,394,616

△ 364,815,571,596

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

民間長期借入金の借入れによる収入 15,000,000,000

民間長期借入金の返済による支出 △ 1,700,000,000

債券の発行による収入（発行費用控除後） 1,651,386,149,585

債券の償還による支出 △ 1,286,967,348,527

リース債務の支払いによる支出 △ 64,537,344

不要財産に係る国庫納付等による支出 △ 4,500,431,505

他勘定長期借入金の借入れによる収入 23,500,000,000

他勘定長期借入金の返済による支出 △ 11,344,601,993

385,309,230,216

Ⅳ　資金減少額 △ 190,146,473,227

Ⅴ　資金期首残高 565,067,231,013

Ⅵ　資金期末残高 374,920,757,786

財務活動によるキャッシュ・フロー

業務活動によるキャッシュ・フロー

キャッシュ・フロー計算書
（令和４年４月１日から令和５年３月31日まで）

投資活動によるキャッシュ・フロー
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【証券化支援勘定】

（単位：円）

Ⅰ　当期未処分利益 88,055,559,387

　　当期総利益 88,055,559,387

Ⅱ　利益処分額

積立金 8,805,555,939

独立行政法人住宅金融支援機構法（平成17年法律第82号）第18条第４項

の規定により読み替えて適用される独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）

第44条第１項ただし書の規定により国庫に納付する額

　証券化支援勘定納付金 79,250,003,448

利益の処分に関する書類

（※）当期未処分利益については、将来の損失の発生等に備えるために、独立行政法人通則法
　　　第44条第１項の積立金として一部を積み立て、残余について国庫に納付するものです。
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重要な会計方針（証券化支援勘定） 

 

１ 改訂後の独立行政法人会計基準等の適用 

当事業年度より、改訂後の「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注

解」（令和３年９月21日改訂）並びに「独立行政法人会計基準及び独立行政法人会計基準

注解に関するＱ＆Ａ」（令和４年３月最終改訂）（以下「独立行政法人会計基準等」とい

います。）のうち、時価の算定に係る改訂内容を適用して、財務諸表等を作成していま

す。 

なお、独立行政法人会計基準等のうち、収益認識に関する改訂内容は令和５事業年度か

ら適用します。 

 

２ 減価償却の会計処理方法 

(1) 有形固定資産 

定額法を採用しています。 

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりです。 

建物：２～50年  その他の有形固定資産：２～39年 

 

  (2) 無形固定資産 

   定額法を採用しています。 

   なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間（５年） 

に基づいています。 

 

３ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

買取債権の貸倒れによる損失に備えるため、以下に定める債務者区分に応じて、次の

とおり計上しています。 

  破綻先  ：法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務者 

実質破綻先：法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないものの、深刻な経営難の    

      状態にあり、再建の見通しがない状況にあると認められるなど実質的に経

営破綻に陥っている債務者 

破綻懸念先：経営破綻の状況にはないものの、経営難の状態にあり、経営改善計画等の

進捗状況が芳しくなく、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められ

る債務者 

要注意先 ：元本返済若しくは利息支払が事実上延滞しているなど履行状況に問題があ

る債務者、継続的な返済を支援するため元金の一部繰延べ、延滞元金若し

くは延滞利息との繰延べなどの貸出条件の変更を行った債務者、業況が低

調ないしは不安定な債務者又は財務内容に問題がある債務者など今後の管

理に注意を要する債務者。なお、要注意先のうち、当該債務者の債権の全

部又は一部が要管理債権（３か月以上６か月未満延滞債権及び貸出条件緩

和債権）である債務者を要管理先とし、要注意先を、要管理先と要管理先

以外の要注意先に分けて管理しています。 

正常先  ：業況が良好であり、かつ、財務内容に特段の問題がないなど債務の履行に

問題がないと認められる債務者 

ア 破綻先及び実質破綻先に係る債権については、個々の債権ごとに担保等による回収
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可能見込額を控除した残額を引き当てています。 

イ 破綻懸念先に係る債権については、個々の債権ごとに担保等による回収可能見込額

を控除し、その残額のうち必要と認める額を引き当てています。 

ウ 要管理先及び要管理先以外の要注意先に係る債権のうち、債権元本の回収及び利息

の受取に係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、

当該キャッシュ・フローを当初の約定利率で割り引いた金額と債権の帳簿価額との差

額を引き当てています。 

エ 上記以外の債権については、ポートフォリオの特性に応じて、個人向けの債権とそ

れ以外の債権にグルーピングを行ったうえで、主として今後１年間の予想損失額又は

今後３年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、１年間又は３年間

の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率

を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。  

 

(2) 賞与引当金 

役員及び職員に対して支給する賞与に充てるため、翌期賞与支給見込額のうち当期対

応分を計上しています。 

 

(3) 退職給付引当金 

役職員の退職給付に備えるため、当該事業年度末における退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき計上しています。 

退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属さ

せる方法については期間定額基準によっております。 

過去勤務費用は、その発生時の役職員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）に

よる定額法により按分した額を費用処理しています。 

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における役職員の平均残存勤務期間内の一

定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用

処理することとしています。 

 

４ 責任準備金の計上基準 

住宅融資保険法（昭和30年法律第63号）第３条に規定する保険関係に基づく将来におけ

る債務の履行に備えるため、独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令（平成19年財務

省・国土交通省令第１号。以下「省令」といいます。）第13条の規定により主務大臣が定

める方法（独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令第13条の規定に基づき主務大臣が

定める算定の方法について（平成27年財政第245号・国住民支第30号））に基づき算定し

た金額を計上しています。 

 

５ 有価証券の評価基準及び評価方法（金銭の信託において信託財産として運用している有 

価証券を含みます。） 

(1) 満期保有目的債券 

償却原価法（定額法）によっています。 

 

(2) その他有価証券 

 時価法によっています。 
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６ 金利スワップ取引の処理方法 

債権譲受けに要する資金を調達するために発行する住宅金融支援機構債券に係るパイプ

ラインリスクのヘッジを目的として行う金利スワップ取引の損益は、省令第12条の規定に

より主務大臣が指定する方法（独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令第12条の規定

に基づき主務大臣が指定する方法について（平成19年財政第174号・国住資第122号））に

よる金額を繰延金融派生商品利益及び繰延金融派生商品損失として計上しています。 

 

７ 債券発行差額の償却方法 

債券の償還期限までの期間で均等償却しています。 

 

８ リース取引の処理方法 

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引

に係る方法に準じた会計処理を行っています。 

リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理を行っています。 

 

９ 消費税等の会計処理 

  税込方式によっています。 

 

（重要な会計上の見積り） 

会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌 

事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、「貸倒引当金」です。 

（1）当事業年度の財務諸表に計上した金額 78,355,285,259 円 

      なお、上記金額には、新型コロナウイルス感染症や経済環境の変化の影響を受け、 

貸出条件の緩和を行った個人向け債権の内包する信用リスクに備え、追加計上してい 

る 21,215,429,911 円が含まれています。 

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資するその他の情

報 

    貸倒引当金の算出方法は、「重要な会計方針 ３ 引当金の計上基準（1）貸倒引当 

金」に記載のとおりであり、計上にあたって、以下のような主要な仮定を用いていま 

す。 

 ・債務者の財務内容や延滞の状況等に基づく債務者区分判定 

 ・担保評価に基づく処分可能見込額 

 ・予想損失率の算定における過去実績に基づく損失率に対する足下の趨勢等を踏ま

えた必要な修正 

 これらの仮定は、将来の経済状況の変化等により影響を受ける可能性があり、仮定 

と将来の事象等に重要な差異が生じた場合には、翌事業年度において貸倒引当金は増 

減する可能性があります。 

        また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による経済への影響は徐々に縮小傾向 

にはあるものの、新型コロナウイルス感染症や昨今の物価高等による経済的影響を受 

け、貸出条件の緩和を行った個人向け債権（貸出条件緩和債権）は、新型コロナウイ 

ルス感染症の発生前に比して引き続き高い水準で推移しています。このため、債務者 

を取り巻く経済環境の変化によっては、貸出条件を緩和している期間の終了後に返済 

困難な状況に陥る債務者が増加する可能性があるとの仮定をおき、前事業年度末と同 

様に、将来の損失率の上昇を考慮して予想損失率の必要な修正を行っています。な 
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お、貸出条件の緩和を行った個人向け債権（貸出条件緩和債権）の新型コロナウイル 

ス感染症の発生前と比した水準が変化した場合や、損失率が想定と異なる水準となっ 

た場合には、翌事業年度において貸倒引当金は増減する可能性があります。 
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注記事項（証券化支援勘定） 

 

１ 貸借対照表関係 

(1) 担保資産 

貸付債権担保債券の担保に供するため、買取債権を信託しています。 

担保に供している資産の額及び担保に係る債務の額については、注記事項（法人単位）

に記載しています。 

 

(2) 繰延金融派生商品利益及び繰延金融派生商品損失 

独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令（平成19年財務省・国土交通省令第１号）

第12条に規定する金利スワップ取引の損益の繰延べを整理しています。 

 

２ キャッシュ・フロー計算書関係 

(1) 資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳 

    現金預け金   ： 374,920,757,786円  

    資金期末残高 ： 374,920,757,786円 

 

(2) 重要な非資金取引 

重要な非資金取引として、ファイナンス･リース取引があります。令和４年度中に新た

に計上したファイナンス・リース取引はありません。 

 

３ 退職給付関係 

(1) 採用している退職給付制度の概要 

当機構は、確定給付型の制度として、企業年金基金制度及び退職一時金制度を設けてお

り、確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けています。当機構の企業年金基金

制度は複数事業主制度ですが、年金資産の額を、退職給付債務の比率に応じて合理的に算

定できるため、関連する注記は、以下の確定給付制度の注記に含めて記載しています。 

企業年金基金制度（積立型制度）では、役職員の報酬・給与と勤務期間に基づいた年金

を支給しています。退職一時金制度（非積立型制度）では、退職給付として、役職員の報

酬・給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しており、役員分については簡便法、職員分

については原則法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しています。 
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(2) 確定給付制度 

 

 

 

 

  

①退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
期首における退職給付債務 12,417,831,601 　円

勤務費用 377,145,109
利息費用 77,532,225

数理計算上の差異の当期発生額 41,362,390

退職給付の支払額 △ 891,468,243

過去勤務費用の当期発生額 107,113,022

制度加入者からの拠出額 0

勘定間異動に伴う増減 511,419,521

期末における退職給付債務 12,640,935,625

②年金資産の期首残高と期末残高の調整表
期首における年金資産 5,845,252,150 　円

期待運用収益 121,719,694
数理計算上の差異の当期発生額 △ 161,352,002
事業主からの拠出額 189,877,332
退職給付の支払額 △ 292,225,551
制度加入者からの拠出額 0
勘定間異動に伴う増減 240,894,278

期末における年金資産 5,944,165,901

③退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 7,046,366,406 　円
年金資産 △ 5,944,165,901
積立型制度の未積立退職給付債務 1,102,200,505
非積立型制度の未積立退職給付債務 5,594,569,219
小計 6,696,769,724
未認識数理計算上の差異 △ 697,589,742
未認識過去勤務費用 △ 261,134,247
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 5,738,045,735

退職給付引当金 5,738,045,735

前払年金費用 0
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 5,738,045,735

④退職給付に関連する損益
勤務費用 377,145,109 　円
利息費用 77,532,225
期待運用収益 △ 121,719,694
数理計算上の差異の当期費用処理額 111,770,434
過去勤務費用の当期費用処理額 △ 74,431,362
臨時に支払った割増退職金 0

合計 370,296,712
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(3) 確定拠出制度 

確定拠出制度への要拠出額は24,051,712円です。 

 

４ 固定資産の減損関係 

(1) 減損を認識した資産 

  次表の支店事務所については、建物・設備の老朽化等により、使用を取りやめ、処分を

計画していることから、当期において減損を認識しています。 

  ただし、不動産鑑定評価額により測定した正味売却価額が帳簿価額を上回っているた

め、減損額の計上はありません。 

 

 

(2) 減損の兆候がある資産 

  次表の支店事務所については、建物・設備の老朽化等により、令和５年度末までに廃止

することとしているため、減損の兆候を認めています。 

ただし、当事業年度末においては使用を継続しているため、減損を認識していません。 

⑤年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりです。

債券 62%
株式 26%
一般勘定 11%
現金及び預金 1%
合計 100%

⑥長期期待運用収益率の設定方法に関する記載
　年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の
配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益
率を考慮しています。

⑦数理計算上の計算基礎に関する事項
期末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率 0.6%
長期期待運用収益率 2.0%

（注）役員分の退職一時金を簡便法で会計処理した金額を含みます。

＜支店事務所＞ （単位：円）

建物等 土地 計 建物等 土地

1 近畿 大阪市中央区 364,962,333 464,000,000 828,962,333 0 0

2 東北 仙台市青葉区 56,795,122 208,000,000 264,795,122 0 0

421,757,455 672,000,000 1,093,757,455 0 0合計

減損額機構
支店名

所在地
帳簿価額
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（注）期末日において廃止日は未定のため、帳簿価額については、当事業年度の期末帳簿価額を記載しています。 

 

５ 金融商品関係 

(1) 金融商品の状況に関する事項 

金融商品の状況に関する事項については、注記事項（法人単位）に記載しています。 

 

(2) 金融商品の時価等に関する事項 

期末日における主な金融商品の貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、

次表のとおりです。なお、現金は注記を省略しており、預け金、代理店預託金及び譲渡性

預金は短期間で決済されるものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、注記を

省略しています。 

 

（注）買取債権に対応する一般貸倒引当金、個別貸倒引当金等を控除しています。 

 

(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

  金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、

以下の三つのレベルに分類しています。 

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により

算定した時価 

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプット

を用いて算定した時価 

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価 

＜支店事務所＞ （単位：円）

建物等 土地 計

1 北海道 札幌市中央区 86,579,032 177,000,000 263,579,032

2 中国 広島市中区 84,569,342 551,000,000 635,569,342

171,148,374 728,000,000 899,148,374

機構
支店名

所在地
帳簿価額

合計

（単位：円）

47,499,872,099 47,640,147,664 140,275,565

301,943,260,363 308,390,557,885 6,447,297,522

18,778,481,152,531

△ 78,267,372,271

18,700,213,780,260 17,920,475,380,134 △ 779,738,400,126

19,049,656,912,722 18,276,506,085,683 △ 773,150,827,039

 ④ 借入金 53,250,000,000 53,273,443,433 23,443,433

214,178,489,602 235,963,493,832 21,785,004,230

18,204,147,853,414 18,016,531,090,907 △ 187,616,762,507

491,280,697 491,280,697 0

18,204,639,134,111 18,017,022,371,604 △ 187,616,762,507

18,472,067,623,713 18,306,259,308,869 △ 165,808,314,844

 ② 有価証券

  　　満期保有目的の債券

 ⑥ 債券

 負債計

 ③ 買取債権

      　貸倒引当金（注）

 資産計

 ⑤ 他勘定借入金

 ① 金銭の信託

貸借対照表計上額 時　　価 差　　額

      　債券発行差額
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時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらの

インプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレ

ベルに時価を分類しています。 

 

 時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債 

 

 

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明 

  資 産 

  ①  金銭の信託 

    取引金融機関から提示された価格を時価としており、レベル３の時価に分類してい

ます。 

  ②  有価証券 

    国債、地方債及び社債は、業界団体が公表する取引価格等の相場価格によっていま

す。国債は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル１の時価に分類してい

ます。一方で、地方債及び社債は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における価格

とは認められないため、その時価をレベル２の時価に分類しています。 

  ③  買取債権 

    買取債権の種類、債務者区分及び期間に基づく区分ごとに、将来キャッシュ・フロー

を見積もり、同様の新規買取を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定

しています。 

また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、担保による回

収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は決算日における貸借対

照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該金額を時価とし

ています。 

時価に対して観察できないインプットによる影響が重要な場合となるため、その時

価をレベル３に分類しています。 

  負 債 

  ④  借入金 

    元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて時価

を算定しており、時価に対して観察できないインプットによる影響が重要な場合とな

るため、その時価をレベル３に分類しています。 

⑤  他勘定借入金 

    元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて時価

（単位：円）

0 0 47,640,147,664 47,640,147,664

88,961,042,105 219,429,515,780 0 308,390,557,885

0 0 17,920,475,380,134 17,920,475,380,134

88,961,042,105 219,429,515,780 17,968,115,527,798 18,276,506,085,683

 ④ 借入金 0 0 53,273,443,433 53,273,443,433

0 0 235,963,493,832 235,963,493,832

0 17,423,223,788,549 593,307,302,358 18,016,531,090,907

0 491,280,697 0 491,280,697

0 17,423,715,069,246 593,307,302,358 18,017,022,371,604

0 17,423,715,069,246 882,544,239,623 18,306,259,308,869

合　計レベル３

時　価

レベル１ レベル２

 ① 金銭の信託

 ② 有価証券

  　　満期保有目的の債券

区　分

 負債計

 ③ 買取債権

 資産計

 ⑤ 他勘定借入金

 ⑥ 債券

  　　債券発行差額
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を算定しており、時価に対して観察できないインプットによる影響が重要な場合とな

るため、その時価をレベル３に分類しています。 

  ⑥  債券 

    政府保証債券、貸付債権担保債券及び一般担保債券については、業界団体が公表する

取引価格等の相場価格によっています。当機構の発行する債券は、活発な市場における

価格とは認められないため、その時価をレベル２の時価に分類しています。 

住宅宅地債券については、将来キャッシュ・フローを見積もり、同様の新規発行を行

った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しており、時価に対して観察でき

ないインプットによる影響が重要な場合となるため、その時価をレベル３に分類して

います。 

 

６ 有価証券関係 

(1) 満期保有目的の債券 

 

 

(2) その他有価証券 

 

 

７ 重要な債務負担行為 

該当事項はありません。 

 

８ 重要な後発事象 

該当事項はありません。 

 

（単位：円）

区　分 種　類 貸借対照表計上額 時　価 差　額

国債 66,758,266,566 70,587,376,105 3,829,109,539

地方債 57,864,557,364 59,941,797,380 2,077,240,016

政府保証債 6,982,006,779 7,291,297,400 309,290,621

社債 30,072,888,373 31,688,603,000 1,615,714,627

小計 161,677,719,082 169,509,073,885 7,831,354,803

国債 18,643,598,052 18,373,666,000 △ 269,932,052

地方債 43,538,261,765 43,030,742,000 △ 507,519,765

政府保証債 3,997,495,938 3,944,360,000 △ 53,135,938

社債 74,086,185,526 73,532,716,000 △ 553,469,526

小計 140,265,541,281 138,881,484,000 △ 1,384,057,281

301,943,260,363 308,390,557,885 6,447,297,522

時価が貸借対照表計
上額を超えるもの

時価が貸借対照表計
上額を超えないもの

合　計

(単位：円）

区　分 種　類 貸借対照表計上額 取得原価 差　額

貸借対照表計上額が
取得原価を超えない
もの

その他 390,000,000,000 390,000,000,000 0

　なお、貸借対照表計上額が取得原価を超えるものはありません。
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９ 不要財産に係る国庫納付等 

(1) 不要財産としての国庫納付等を行った資産の種類、帳簿価額等の概要 

 

 

(2) 不要財産となった理由 

ア 平成17年度に措置された政府出資金（金利変動準備基金）について、当該財産につ

いては必要と見込まれる額を改めて算定し、必要額を超えていると認められたためで

す。 

イ 令和３年度までに措置された政府出資金等について、当該財産については今後見込

まれる事業量のもとでは業務を確実に実施する上で必要がなくなったと認められた

ためです。 

 

(3) 国庫納付等の方法 

    独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第46条の２第１項の規定に基づき、国庫

納付を行いました。 

（単位：円）

区分 種類 帳簿価額 国庫納付等の額
国庫納付等が行わ

れた年月日
減資額 不要財産となった理由

ア 現預金 4,500,000,000 4,500,000,000 令和４年７月８日 4,500,000,000 下記(2)アのとおり

イ 現預金 431,505 431,505 令和４年７月８日 0 下記(2)イのとおり

4,500,431,505 4,500,431,505 　　　　　　－ 4,500,000,000 　　　－計
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